
 

 

 

 

 

 

 

 

６月１日（月）からの段階的教育活動・児童の登校について 

【5/22 送信しましたミルメールでの内容を変更しています。】 

 

保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス対策にご理解ご協力をい

ただき、ありがとうございます。 

先日の大阪府教育委員会の要請を受けまして、５月３１日（日）まで臨時休業を 

継続し、感染防止対策を図った上で、下記のとおり 6月 1日（月）から段階的に教

育活動を再開し、6 月 15 日（月）からは、通常の教育活動を実施し、感染防止対

策を図った上で、給食も実施する予定です。 

「臨時的な児童の居場所」は、6月 1日（月）からの分散登校による学校再開期

間は、引き続き共同実施により、8時 30分～15時まで運営（児童会は 18時まで）

します。また、6 月 15 日（月）から「臨時的な児童の居場所」は終了し、留守家

庭児童会を 13時 15分から 18時（延長は 19時まで）として通常開室します。 

尚、新型コロナウイルス感染症につきましては、日々状況が変化しているため、

必要に応じて変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。 

 

★6月 1日（月）から全学年 A・B班ごとに午前・午後の短縮授業とな

ります。 

 

★児童の住所による、グループ分けについて  （🔶班割は変更ありません。） 

A班 ： 長尾谷町３丁目、藤阪元町 1・2・3丁目 

B班 ： 藤阪南町 1・2・3丁目、藤阪西町、天神・王仁 

 

★時程について 

   午前（４０′×３）            午後（４０′×３）  

・1時間目  ８：３０～９：１０    ・1時間目 １３：００～１３：４０ 

・2時間目  ９：１５～９：５５     ・2時間目 １３：４５～１４：２５ 

・3時間目 １０：００～１０：４０   ・3時間目 １４：３０～１５：１０ 
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６月の行事予定 
 

 

 

 

今年度の水泳指導について 

 

枚方市の小中学校におきまして、今年度の水泳指導 

につきましては、定期健康診断が未実施なこと、飛沫 

感染に対する安全確保が困難であることや、更衣室利 

用時等には、３密の状態を避けられないこと等、感染 

を防止することが困難なため、プールを利用しての実 

技指導は行わない方向となりました。 

ただし、学習指導要領では、【「D水遊び」及び｛D水泳運動｝の指導については、

適切な水泳場の確保が困難な場合にはこれを行わないことができるが、これらの

心得については、必ず取り上げること（小学校）】と明記されています。本校におき

ましてもこれに準じ適切に実施していきます。 

 

 

日 曜 学 校 行 事 等 

１ 月 A 班 ８：３０   B 班 １３：００ 

 ２ 火 B 班 ８：３０   A 班 １３：００ 

３ 水  A 班 ８：３０   B 班 １３：００   

 

 

４ 木 B 班 ８：３０   A 班 １３：００ 

５ 金 A 班 ８：３０   B 班 １３：００ 

 ６ 土  

７ 日 ３ 

８ 月 B 班 ８：３０   A 班 １３：００ 

９ 火 A 班 ８：３０   B 班 １３：００ 

 
10 水 B 班 ８：３０   A 班 １３：００ 

11 木 A 班 ８：３０   B 班 １３：００ 

 
12 金 B 班 ８：３０   A 班 １３：００ 

13 土  
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